
嘉麻市消防団 第１回本部会議（拡大幹部会議） 

日 時：令和６年４月１８日（木）１９時００分 

場 所：稲築地区公民館「講堂」 

（１）確認事項 

ア．火災現場での対応について  

安全管理を遵守し、落ち着いて対応できるように分団内で定例訓練や分団会議等で整理すること。 

 

火災発生時 

正副団長、分団長及び分隊長等へ順次指令（℡０９４８－２６－２３００）が入るため、所属団員へＬＩＮＥ等

で出動要請を行い、火災現場へ出動する。服装は以下のとおり。 

階級 服装 

正副団長 防火衣、江戸腹、乙号下、ヘルメット（しころつき）、ゴム長靴、革手袋、黒チョッキ 

分団長・分隊長 防火衣、江戸腹、乙号下、ヘルメット（しころつき）、ゴム長靴、革手袋、階級腕章 

部長・筒先 防火衣、江戸腹、乙号下、ヘルメット（しころつき）、ゴム長靴、革手袋 

班長・団員 乙号（団服一式）、ヘルメット、ゴム長靴、革手袋 

※けが防止のため必ずヘルメットと革手袋を着用すること。夜間はヘッドライト付きのヘルメット着用。 

火災発生現場到着後 

階級ごとの役割は以下のとおり。正副団長及び分団長は飯塚消防署の指揮本部周辺に部署し、分隊長

以下は飯塚消防署や他分隊が部署していない消防水利に部署する。消防水利に部署後、すみやかに分

団長へ移動系無線機にて現在の出動人員数と部署位置を報告すること。 

階級 出動範囲 現場での部署位置 その他 

正副団長 市内全域 
消防団指揮本部 

（飯塚消防署指揮本部周辺） 
 

分団長 分団管轄地 正副団長と同様 移動系無線機を携行 

分隊長以下 分団管轄地 
火災現場周辺の防火水槽や河川、

消火栓などの消防水利 
移動系無線機を携行 

※分団長不在時は管轄分隊長が分団長代理で指揮本部にて指揮をとり、管轄分隊は部長が指揮をとる。 

※分隊長は人員報告に備え、所属の出動人員数を把握する。 

※分団長は移動系無線機を各自で管理し、出動時は持参すること。電源を入れたまま充電するとバッテリ

ーの寿命が短くなり、火災現場で使用できなくなるため、緊急時以外は必ず電源オフにする。 

※必要に応じて鳶口（とびくち）を持った団員を配置する。 

※夜間は発電機を始動し、投光器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災鎮火後 

飯塚消防署がホース等の撤収を開始するため、分団長は分隊へ移動系無線機で撤収補佐の指示を出す。

飯塚消防署の撤収作業終了時に分隊長は指揮本部に参集し、以下の手順で人員報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

なお、飯塚消防署へ出動人員数の報告する必要があるため、分隊長は正式な出動人員数を翌日（土日

祝の場合は最初の平日）までに防災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）まで必ず報告すること。 

誤報及び消火済の場合 

事務局が現地に一番に到着もしくは飯塚消防署より連絡を受けて、消防団の出動が不要と判明した場合、

すみやかに分団長へ状況報告をおこなう。その後、分団長は各分隊への連絡をおこなう。なお、判明する

前に現地もしくは格納庫へ到着し、出動準備を行っていた場合、分隊長は出動人員数として翌日（土日祝

の場合は最初の平日）までに防災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）まで必ず報告すること。

出動不要の連絡がきた後に到着した場合、出動人員としない。 

消火済みの場合、出動報告書は「その他（実働なし）」とし、エクセルの場合は出動種別を「その他」、出動

内容を「○○建物火災（ボヤ）」とする。 

（分団長）防火衣はどの枚数配布しているか。 

（事務局）分団長・分隊長・部長に１着ずつ配布し、筒先用に５着配布している。配布数の確認をお願いしたい。 

 

イ．火災以外の災害発生時（風水害、地震等）及び捜索の出動について 

団員に危険が伴うため、安全管理をしっかりと行った分団内での動きの想定を検討すること。服装は活動

服、ヘルメット、編上靴、革手袋を基本とする。 

 

風水害対応 

警報が出る恐れがある場合 

分団長は分隊長に前日までに格納庫周りに飛散物等がないか確認を徹底するように指示を出す。 

また、被害が大きくなると見込まれる場合、団長の指示で分団長は各分隊に被害が出る前に管轄内の

注意喚起又は避難喚起に加え、巡視を行うよう指示を出す。なお、緊急性が高い場合は事務局から直

接分隊長へ指示を出し、分団長へ事後報告をおこなう。 

警報が発表され、被害発生が見込まれる場合 

正副団長は本庁に参集する。正副団長と事務局で協議し、必要に応じて分団長へ出動要請を行う。分

団長は出動要請を受けた場合、本部分団長及び第２分団長、第３分団長は本庁へ参集し、その他の分

団長は管轄の総合支所へ参集する。参集後は分隊長に各分隊格納庫に団員参集するよう指示を出し、

必要に応じて災害対応を指示する。 

 

○○○○ ● 

◎ 
 

●
●
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分隊長又は分隊長代理 

分団長又は 

管轄分隊長 

司会（事務局） 

正副団長 

報告は大きな声で行うこと。 
１．司会「人員報告及び団長訓示。○○団長お願いします。」 

２．団長「はい。」（壇上へ向かう） 

３．分団長「気をつけ。かしらー、なか。直れ。」 

４．（分団長左翼の分隊長から順にその場で人員報告）（敬礼） 

分隊長「報告します。嘉麻市消防団第○分団○○分隊 

本日の出動人員 分隊長以下○○名 車両○台。以上報告終わり。」 

５．団長「よし。」（敬礼） ～４・５を全分隊行う～ 

６．（団長より指示があれば）分団長「せいれーつ、休め。」 

７．～団長訓示～ 

８．（団長訓示終了後）分団長「（気をつけ。）かしら、なか。直れ。」 

９．（団長が戻った後）司会「それでは指揮者の指示でわかれてください。」 

１０．（分団長は壇上へ）分団長「（何か一言）。別れ。」（敬礼） 



地震対応 

震度３以上 

防災対策課職員は本庁へ参集する。必要に応じて正副団長は参集に備える。 

震度４以上 

正副団長及び本部分団は本庁へ参集する。必要に応じて分団長以下は参集に備える。なお、震度４以

上の揺れが予想されるときは、防災行政無線から「緊急地震速報」が流れる。 

震度５以上 

分団長は風水害対応と同じ場所に参集し、分隊長以下は各分隊格納庫に参集する。団長の指示で分

団長は各分隊に管轄区域の被害状況の把握及び報告や災害救助活動、避難誘導等の指示を出す。電

話が不通の場合は移動系無線機を使用する。 

 

捜索対応 

警察署から団長への依頼により捜索活動をおこなう。警察署の依頼により正副団長は本庁へ参集す

る。行方不明者の情報を整理し、捜索範囲や捜索本部の配置場所、依頼する分団を検討する。方針が

確定したら、団長は分団長へ参集時間と場所を伝達し、分団長はそれを分隊長へ伝達する。 

捜索活動は警察署と連携を図りつつ、安全管理を図りながら捜索漏れがないようにおこなう。 

 

 

 

ウ．訓練・出動等での怪我について  

訓練・出動などの消防団活動中の怪我については、公務災害基金に報告する必要がある。 

公務災害と認められた場合、通常の怪我と手続きが違うため、怪我をした際は迅速に防災対策課消防

安全係（℡０９４８－４２－７４１８）まで連絡すること。自身の保険を使用した場合、事務の手続きが非常に

煩雑になり迅速な支払いが難しい場合があるため、厳守すること。 

また、公務外でも１週間以上入院した場合、福祉共済にて入院見舞金が出ることがあるため、防災対策

課消防安全係まで相談すること。申請書と診断書などの必要書類を記載した通知を後日送付する。 

エ．分団長及び分隊長の役割について 

階級ごとの役割をきちんと把握し、分団による水準の差がなくなるように努めること。なお、指揮命令系統

を遵守するため、分団全体のことは分団長が、各分隊のことは分隊長が所属団員の意見を集約し、事務

局へ相談すること。 

分団長の役割 

通常時 分隊長へ事務連絡が行えるようにＬＩＮＥのやりとりをおこなう。 

緊急時 団長の指示を待ち、必要に応じて分隊へ電話やＬＩＮＥで指示を出す。 

定例訓練 分団内の定例訓練を調整し、訓示及び巡視をおこなう。 

本部会議 事前配布資料に目をとおし、必要に応じて建設的な意見を発言する。 

分団会議 本部会議の内容を分団会議にて分隊長へ伝達する。 

大規模訓練 分団をとりまとめ、開式にて人員報告をおこなう。 

 

分隊長の役割 

通常時 所属団員へ連絡が行えるようにＬＩＮＥのやりとりをおこなう。 

定例訓練 分隊の訓練を統括し、礼式や車両及びポンプの点検、消防水利の確認等をおこなう。 

分団会議 分団会議にて伝達があった内容を所属団員へ伝達する。 

大規模訓練 分隊をとりまとめ、訓練時に団員へ指示をおこなう。 

※令和６年度より分団会議を実施しやすいように本部会議の３日以内に嘉麻市ホームページ上へ個人情

報を除く議事録と資料を掲載し、紙の会議資料配布を原則行わない。 

※本部会議後 1週間くらいを目途に必ず分団会議を実施し、分団内で本部会議での決定事項等を報告並

びに内容共有する。その後、分隊長は所属分隊団員へ内容共有する。 

※第６分団及び第７分団の中で班ごとに定例訓練をおこなっている場合、分隊長が巡視をおこなう。 

 

 

オ．訓練等の活動について  

火災や風水害などの発生の予測がたたない災害に備え、対応できる体制づくりを構築する。 

毎月の定例訓練 

訓練日 

原則第２日曜日に２時間以下で実施。 

訓練内容 

礼式訓練、服装点検、機械器具点検及び操作、消防水利の確認、車両の運転などをおこなう。 

礼式訓練 

基本の姿勢、整列休め、右（左）向け動作、後ろ向き動作（まわれ右）、敬礼（挙手注目）、整頓（右へなら

え）を復習する。 

集合要領、報告要領をおこなう。指揮者は分隊長だけでなく部長や班長もおこなう。 

全員が声を大きく、失敗を恐れずおこなう。 

服装点検  

以下の内容を班長以上の団員が確認する。事前汚損がないように各自で点検前に確認する。 

・ヘルメットやアポロキャップはひさしが前面にむくようにまっすぐやや深めにかぶる。 

・活動服は上着前後にしわがないように内側に折込み、上着前面のラインとバックルの位置をそろえる。 

・編上靴はズボンの裾を靴内にしまい、しばった紐もほどけないように靴内に押込む。 

・階級章は必ず装着し、ポケットの縫い目に平行に貼付する。 

・革手袋は自分の手に合ったサイズを着用し、マジックテープで締める。 

機械器具点検及び操作 

消火栓以外の消防水利付近に部署し、ポンプ車又は小型ポンプの操作で揚水及び放水をおこなう。 

※エンジンを始動し、アイドリングしただけではダメ。 

※取扱説明書を熟読し、急がつく操作は絶対おこなわない。 

※放水でホースを１本以上は必ず使用し、ホース乾燥塔で干す。干したホースは乾いたら可能な限り早

く回収して２本巻きにて保管する。事故につながるため次の定例訓練まで干っぱなしにしない。 

※防火水槽を使って点検をおこなう場合、揚水した水は防火水槽の中へ放水する。 

消防水利の確認 

防火水槽や消火栓、河川、池、用水路などの位置を把握し、消防水利周辺の草刈や清掃をおこなう。 

草刈時に発生した草は、細かいものはそのまま放置し、長いものはボランティア袋に入れて処分する。 

※刈払機の貸出をおこなうため、必要であれば事前に防災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）

まで相談すること。ボランティア袋が必要な場合も同様に事前に相談すること。 

※草刈時に発生した草の回収を事務局はおこなわない。 

※火災以外の消火栓や防火水槽給水バルブの操作は、赤水発生の原因となるため原則おこなわない。 

 

 



出水期前の土のう確認 

各分隊で備蓄分土のうの状態を確認し、分団長はおおまかな数を把握する。 

２年以上経ったり状態が悪かったりする土のうは、革手袋又は軍手を着用して土のう袋を入れ替える。 

※土のう袋や真砂土が必要な場合は、５月上旬を目途に分団長が設置場所も含めてとりまとめ、防災

対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）まで相談すること。 

 

 

分団活動 

分団合同訓練を分団長が企画して実施する。（嘉麻市消防団合同訓練を１１月に実施予定）訓練内容

は分団長が検討し、シナリオ作成や各種申請等の補佐が必要な場合、管轄の総合支所（本部分団及び

第２分団、第３分団は本庁）に相談する。 

救命講習は、防災対策課及び飯塚消防署嘉麻分署と協議の上、実施する。 

地域貢献活動や行政区の火災警備等で消防団が出動する場合は、事前に分団長もしくは分隊長が防

災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）まで連絡する。 

（分団長）防火水槽は定例訓練の揚水で使ってよいか。 

（事務局）防火水槽の水をまた防火水槽へ戻すようにして使ってほしい。 

（分団長）消火栓を定例訓練の時に潤滑油を塗って赤水が少し出るくらい開けている。やめたほうがいいか。 

（事務局）赤水が近隣住民に迷惑をかけるため、やめてほしい。毎年伝達していたが、伝達不足であった。 

 

カ．革手袋とヘルメット、雨衣について  

革手袋とヘルメットは、けが防止のため訓練時及び災害活動時に必ず着用する。また、ヘッドライトは必

ずヘルメットに着用し、電池の確認を定期的におこなう。電池切れを確認したら各自で交換する。 

雨衣は、雨天時の消防団活動で着用する。天候により着用の必要がある場合、各自の判断で持参する。 

 

 

 

キ．新入団員の被服等について 

注文品一式の納品があったら各分隊格納庫へ配布するため、それぞれ団員へ渡す。なお、乙号及びヘ

ルメットは分団内もしくは分隊内で引継ぎを行い、所属団員全員に配備する。 

 

 

 

ク．新たに分団長・分隊長になった方の被服について 

新たに分団長・分隊長になった方は、前任の方から被服（乙号・甲号・階級章）を引継ぎされているが、

半長靴については防災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）で準備するため、まだ報告がない方

は足のサイズを報告する。 

引継いだ分のサイズが合わない場合は、新たに分団長・分隊長になられた方より防災対策課消防安全

係に連絡を入れて来庁する。試着し、サイズは合うものを受取する。 

 

 

 

 

ケ．各種メールの登録及び災害案内の電話番号変更について 

火災時及び災害時の情報をすばやく入手するため、以下のサービスに登録・活用する。 

 

防災メールまもるくん 

福岡県が提供するメールサービス。地震や津波、台風、大雨等の防災気象情報に 

ついて配信される。以下、ＵＲＬ 

https://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/ 

 

ふくおか防災ナビまもるくん 

福岡県が提供するアプリ。地震や津波、台風、大雨等の防災気象情報について 

配信される。以下、ＵＲＬ 

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/lp/app_mamorukun/ 

 

災害情報メール 

飯塚地区消防本部が提供するメールサービス。飯塚市・嘉麻市・桂川町の 

災害情報について配信される。以下、ＵＲＬ 

www.iizuka119.jp/saigai_touroku.htm 

 

災害案内電話 

飯塚地区消防本部が提供する電話サービス。０９４８－５２－６９９１に発信すると飯塚市・嘉麻市・桂川

町の災害情報についてリアルタイムで配信される。 

 

 

 

コ．長期間連絡がとれず団員として活動がない方（幽霊団員）について 

分団長又は分隊長より防災対策課消防安全係（℡０９４８－４２－７４１８）までご相談いただき、対応を

協議する。どうしても連絡がつかない場合、連絡がつかなくなって２年間で分限免職とし、退団の手続き

を行う。 

 

 

 

サ．現役の消防団員がお亡くなりになった場合について 

お通夜又はお葬式に正副団長が参列するため、分団長又は分隊長より迅速に防災対策課消防安全

係（℡０９４８－４２－７４１８）まで連絡する。その際に、以下の内容も合わせて知らせる。 

・団員名 

・所属 

・日時 

・斎場名 

・その他把握している内容 

なお、分団長以上につきましては、配偶者や１親等のご家族がお亡くなりになられた場合も同様に連

絡する。 

 



シ．出動報告について 

以下の内容に沿って適正に報告する。なお、出動人員のかさ増しや意図不明の会議などの不正とみら

れるものが判明した場合、出動報酬及び費用弁償の返還に加え、不正がなかったか数年に遡って調査し

て不正分の返還を請求する。 

 

出動報告の提出 

原則毎月末締めで、翌月１週目を目途に紙もしくはメールで提出する。まとめて数か月分の提出がある

と集計に苦慮するため協力をお願いする。 

 

出動種別 

火災や風水害、捜索などの出動を災害等出動（以下、「災害等出動」とする）とし、災害以外の訓練や誤

報、夜警、広報活動、出初式、会議などの出動をその他の出動（以下、「その他の出動」とする）とする。 

 

出動時間 

災害等出動については、現地又は格納庫に集合した時間を開始時間とし、災害が収まり現地又は格納

庫で解散した時間を終了時間とする。 

その他の出動については、そのイベントの開始を開始時間とし、イベントの終了を終了時間とする。 

なお、食事や長時間の休息時間は出動時間に含めないものとする。 

また、１日で複数の同種別出動（例：訓練と会議）があった場合、出動時間は合算して１つの出動とする。

別種別出動（例：訓練と火災）があった場合、それぞれ別の出動とするが、費用弁償は１回のみ支給す

る。 

 

２時間をこえるその他の出動 

１日で複数のその他の出動や分団での中継訓練、消防学校の訓練参加などは２時間をこえるその他の

出動として取扱いする。ただし、以下の出動などは２時間以下の出動として取扱いする。 

・嘉麻市消防団礼式訓練 

・出初式前の分列行進等訓練 

・火災予防運動 

 

（２）報告事項 

ア．別紙の配布資料について 

・嘉麻市消防団員活動時の服装 

・令和６年度 主な行事予定 

・分団（分隊）管轄表 

・団員数一覧（令和６年４月１日現在） 

・令和６年度 嘉麻市消防団 幹部名簿  ※個人情報のため取扱注意 
・団員名簿（令和６年４月１日現在） 別冊  実員 ６３２名 

※各分団、各分隊において新入団員の漏れ、退団者の削除漏れ等がないかご確認ください。 

記載が誤っている場合は恐れ入りますが、令和６年５月２４日（金）までに防災対策課消防安全係

（℡０９４８－４２－７４１８）へご報告をお願いいたします。 

・出動集計表 

・出動報告書（令和５年度にエクセルで報告されていない分隊のみ） 

イ．嘉麻市消防団の入団資格緩和について 

令和５年度まで入団資格を「嘉麻市に居住もしくは勤務する１８歳以上の者」としておりましたが、令和

６年度より「嘉麻市又は飯塚市、桂川町に居住もしくは嘉麻市に勤務する１８歳以上の者」に改正しまし

た。 

（分団長）入団資格緩和に至った経緯の説明を聞きたい。 

（事務局）嘉麻市に住んでいて消防団に所属していた団員が、近隣へ市外転居したため資格喪失により退団

したり、市外在住で嘉麻市内の郵便局や農協に務めており、消防団に所属していた団員が市外配属で

退団したりした経緯がある。嘉麻市の団員減少に歯止めをかけるため、そのような方を在団できるよう

にするため条例改正にて入団資格緩和をおこなった。桂川町も同様に条例改正にて入団資格緩和を

おこなっているが、飯塚市はそこまで進んでいない。 

 

ウ．嘉麻市消防団消防協力隊の結成について 

本部付の消防協力隊を結成しました。主に火災を含む災害発生時における後方支援を目的としており

ます。令和６年度中に活動内容や処遇等を検討、条例等改正し、令和７年度に本確定する方針です。 

階 級：団員 

対 象：消防団又は消防士の経験のある者 

活動内容：火災を含む災害発生時における後方支援活動 

なお、火災予防運動や年末夜警、合同訓練、出初式等の出動は免除する 

処 遇：年額報酬及び出動報酬、費用弁償は団員に準じる 

そ の 他：退職報償金は支給せず、定年による退団を設ける方針 

（団長）消防協力隊は入団資格緩和と同様に団員減少に歯止めをかけるための策である。日中の火災で対応

できる方が今現在手を挙げており、活動が見込める。碓井地区と嘉穂地区の協力隊員がいるが、山田

地区と稲築地区の隊員がいない状況である。今後、火災が起きた時に他地区の協力隊員でも応援要

請を希望される場合は、分団会議等で分団内で協議し、事務局へ申し出してほしい。また、協力隊へ

入団を希望される方がおれば積極的にお声かけしてほしい。 

（分団長）協力隊に年齢制限はあるか。 

（事務局）現在は団員での運用を行っているため年齢制限はないが、今後定年を設ける方針で検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）その他 

ア．令和５年度下期分の年額報酬及び出動報酬、費用弁償の振込について 

５月下旬に振込予定。 

 

 

 

イ．令和６年度各分隊運営費及び県民火災共済普及協力費の振込について 

５月下旬に振込予定。 

⇒新たな分隊長名への口座名義の変更を令和６年５月１５日（水）までに行い、防災対策課消防安全係（℡０９４８－４

２－７４１８）まで報告をお願いいたします。令和５年度と違う口座へ振込を希望される場合は、振込先がわかるように

通帳のコピーをご提出ください。 

 

 

 

ウ．各分隊の運営費のお金の使い道の透明化について  

各分隊においては、所属団員全員にお金の流れが分かるように分隊会議で予算の説明を行ったり、

決算書を配ったりなどをし、予算の説明を必ず行うこと。 

 

 

 

エ．令和５年度からの出動報告について 

出動報告の様式が変わりましたので、旧様式は使用しないでください。 

また、パソコンをお持ちでエクセル及びメールが使用可能な方は、出動報告のメールによる提出の活

用もご検討ください。希望される分団長及び分隊長は以下の防災対策課消防安全係のメールアドレス

（seian@city.kama.lg.jp）にテストメールを送付してください。 

昨年度より引き続き分隊長等で変更がない方へは令和６年度のエクセルデータを近日中に送付いたし

ます。 

～テストメールの送付例～ 

件名：【テストメール】○○分隊の出動報告の件 

本文：○○分隊の△△（階級）の□□（氏名）です。テストメールを送付いたします。 

 

 

 

 

 

 


